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福島特措法改正に基づく新たな措置

〇 交付金を拡充し、移住・定住の促進等の思い切った
施策を検討。

（１）移住・定住支援（より効果的な移住促進策等）

（２）関係人口の拡大支援（兼業・副業のマッチング等）

（３）海外企業・農業法人等の誘致推進策

避難しておられる方々に留まらず、日本中の多くの方々に、この浜通りに移住していただきたいと考えています。

そうした考え方の下、従来の交付金を拡充いたしまして、魅力ある働く場づくり、そして移住の推進に重点を大きく
振り向けてまいります。

安倍総理御発言（令和2年3月7日）

１ 移住・定住の促進、魅力ある働く場づくり

2
避難指示区域の概念図（令和２年３月10日時点）

［背景]

○避難指示解除区域の居住者は約１.４万人（発災当時は約８.８万人）

（住民の帰還割合） ※旧避難指示区域

・大熊町・双葉町 ： ２％未満 ・浪江町・富岡町 ： 約１割

・葛尾村・飯舘村 ： 約３割 ・川内村 ： 約４割

・楢葉町・南相馬市・川俣町 ： 約５～６割

・田村市 ： 約８割









（参考）第２期復興・創生期間（令和３年度～７年度）の事業規模（見込み）１．６兆円程度の内訳

① 被災者支援 ０．１兆円程度

② 住宅再建・復興まちづくり ０．２兆円程度

③ 産業・生業の再生 ０．２兆円程度

④ 原子力災害からの復興・再生 ０．５兆円程度

⑤ その他（震災特交など） ０．６兆円程度

合 計 １．６兆円程度

※ 県別では、福島県１．１兆円程度、岩手県０．１兆円程度、宮城県０．１兆円程度等と見込まれる。
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